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(57)【要約】
【課題】本発明は、熱交換形換気装置において、意匠性
に優れ、窓ガラス面への結露を抑制する熱交換形換気装
置を提供することを目的とする。
【解決手段】採光部４と採光部４の外周を囲むように形
成された窓ガラス枠３と窓ガラス枠３は、室内に対向す
る面に設けられた排気流入口５と室外に対向する面に設
けられた排気流出口６とを連通する排気風路１２と、室
内に対向する面に設けられた給気流出口６と室外に対向
する面に設けられた給気流入口７とを連通する給気風路
１１と、給気風路１１内に給気送風機１０と、排気風路
１２内に排気送風機９とを備え、給気風路１１と排気風
路１２とはそれぞれの送風方向に沿うように配置された
伝熱板１３によって区画されたことを特徴とする熱交換
型換気装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
採光部と、
前記採光部の外周を囲むように形成された窓ガラス枠と、
前記窓ガラス枠は、室内に対向する面に設けられた排気流入口と、室外に対向する面に設
けられた排気流出口と、前記排気流入口と前記排気流出口とを連通する排気風路と、室内
に対向する面に設けられた給気流出口と、室外に対向する面に設けられた給気流入口と、
前記給気流出口と前記給気流入口とを連通する給気風路と、前記給気風路内に給気送風機
と、前記排気風路内に排気送風機とを備え、
前記給気風路と前記排気風路とは伝熱板によって区画されたことを特徴とする熱交換型換
気装置。
【請求項２】
前記給気流出口は、前記窓ガラス枠の前記採光部側の側面に設けられたことを特徴とする
請求項１に記載の熱交換型換気装置。
【請求項３】
前記給気風路の送風方向と前記排気風路の送風方向とは対向しており、採光部の外周に沿
って設けられていることを特徴とする請求項１から２に記載の熱交換型換気装置。
【請求項４】
前記給気風路は、前記排気風路よりも採光部側に形成されたことを特徴とする請求項１か
ら３に記載の熱交換型換気装置。
【請求項５】
前記給気流出口は、前記窓ガラス枠の下部に設けられたことを特徴とする請求項１から４
に記載の熱交換型換気装置。
【請求項６】
前記給気風路は複数の前記給気流出口を備え、前記給気風路における下流側の前記給気流
出口の開口面積は、前記給気風路における上流側の前記給気流出口よりも大きいことを特
徴とする請求項１から５に記載の熱交型換気装置。
【請求項７】
前記給気風路は複数の前記給気流出口を備え、前記給気流出口を開閉することができる開
閉装置を備えたことを特徴とする請求項１から６に記載の熱交型換気装置。
【請求項８】
前記窓ガラス枠は、前記給気流入口の風向を調整する給気風向調整板と、前記排気流出口
の風向を調整する排気風向調整板とを備え、前記給気風向調整板と前記排気風向調整板と
は互いに相対する方向に傾斜していることを特徴とする請求項１から７に記載の熱交型換
気装置。
【請求項９】
採光部と
前記採光部の外周を囲むように形成された窓ガラス枠と
前記窓ガラス枠は、室内に対向する面に設けられた排気流入口と室外に対向する面に設け
られた
排気流出口とを連通する排気風路と、室内に対向する面に設けられた給気流出口と室外に
対向する面に設けられた給気流入口とを連通する給気風路と、前記給気風路内に給気送風
機と、前記排気風路内に排気送風機とを備え、
前記給気風路と前記排気風路とはそれぞれの送風方向に沿うように配置された伝熱板によ
って区画されたことを特徴とする窓ガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱交換形換気装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、地球温暖化にともなって居住分野の省エネが重視されるようになってきた。住宅
の消費エネルギの中では給湯、照明、空調、換気の消費エネルギが比較的大きいため、こ
れらの消費エネルギを低減する技術が切に望まれている。
【０００３】
　この中で住宅の空調負荷に着目すると、住宅の躯体から失われる熱（冷房の場合は冷熱
）と換気によって失われる熱がある。住宅の躯体から失われる熱は、ここ数十年での住宅
の断熱、気密性能の大幅な向上により、かなり低減されるようになってきた。また、壁面
の断熱、気密性能の向上に比べ遅れていた、窓ガラスや窓ガラスサッシの高断熱・高気密
化も徐々に進んでいる。ただし、住宅の高気密化に伴い、壁面と窓ガラスの断熱性能に差
が生じる場合があり、断熱の不足する面に結露が集中的に発生するという課題も生じてき
た。一方、換気によって逃げる熱を低減させるには、排気流と給気流の間で熱交換を行う
熱交換形換気装置が有効である。
【０００４】
　熱交換形換気装置は、特に、室内と室外の温度差の大きい寒冷地域や冬季で熱回収効果
が高く、空調エネルギを低減できる。しかし、従来の熱交換形換気装置は天井裏などに配
置し、各居室に空気を分配させるためダクトを取り回す必要があることから、大掛かりな
施工が必要という課題があった。
【０００５】
　これらの課題に対して、熱交換形換気装置を簡易に施工するために、熱交換形換気装置
を窓ガラスに取り付け、ダクトを用いずに熱を回収しつつ換気する検討がなされてきた。
（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　これらを実現するために、この種の熱交換形換気装置は、以下のような構成となってい
た。
【０００７】
　図９に示すように、ユニット１０１は電動シャッターボックス１０２とカーテンボック
ス１０３が備えられたユニット１０１であり、室内空間に面するユニット１０１の側面に
室内開口部１０４を設け、室外空間に面するユニット１０１の側面に室外開口部１０５を
設けられている。窓ガラスサッシ部１０６の上部の空間には給気流と排気流を送風する給
排気ファン１０７が備えられ、給排気ファン１０７に隣接して備えられた熱交換器１０８
を介して給気流と排気流が熱交換されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－２３０５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このような従来の熱交換形換気装置は、電動シャッターとカーテンとが両方とも取り付
けてある必要があり、汎用性が不足しているという課題があった。また、前述のように窓
ガラスの断熱が壁面の断熱において不足することが多く、冬季などに生じる窓ガラス面へ
の結露を抑制する作用は少なく、室内の快適性を害し、更に結露解消のために空調負荷を
増大させる課題があった。
【００１０】
　そこで本発明は上記従来の課題を解決するものであり、小型化を可能とし、窓ガラス面
への結露を抑制する熱交換形換気装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そして、この目的を達成するために、本発明は、採光部と前記採光部の外周を囲むよう
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に形成された窓ガラス枠と前記窓ガラス枠は、室内に対向する面に設けられた排気流入口
と室外に対向する面に設けられた排気流出口とを連通する排気風路と、室内に対向する面
に設けられた給気流出口と室外に対向する面に設けられた給気流入口とを連通する給気風
路と、前記給気風路内に給気送風機と、前記排気風路内に排気送風機とを備え、前記給気
風路と前記排気風路とはそれぞれの送風方向に沿うように配置された伝熱板によって区画
されたものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように本発明は、採光部と採光部の外周を囲むように形成された窓ガラス枠と窓
ガラス枠は、室内に対向する面に設けられた排気流入口と室外に対向する面に設けられた
排気流出口とを連通する排気風路と、室内に対向する面に設けられた給気流出口と室外に
対向する面に設けられた給気流入口とを連通する給気風路と、給気風路内に給気送風機と
、排気風路内に排気送風機とを備え、給気風路と排気風路とはそれぞれの送風方向に沿う
ように配置された伝熱板によって区画されたものであり、小型化を可能とし、採光部表面
への結露を抑制する熱交換形換気装置を提供するものである。
【００１３】
　すなわち、本発明によれば、窓ガラス枠と熱交換形換気装置が一体化されており、給気
風路を流通する給気流と排気風路を流通する排気流が伝熱板を介して熱交換され、給気流
出口から熱交換された室外の空気が採光部の表面に流出するので、結果として、小型化を
可能とし、熱交換形換気装置を提供することができる。
【００１４】
　また、室外が低温で、室内が室外に比べ高温の場合、室内の空気が採光部の表面で冷却
されることで採光部表面へ結露が発生する。本発明によれば熱交換により室内の温湿度条
件に近い状態まで暖められた室外の空気が給気されるが、温められた給気を採光部の表面
へ吹き付けることで、採光部の表面の温度が上昇し、採光部の表面の結露を抑制すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる熱交換形換気装置の設置例を示す概略平面図
【図２】同熱交換形換気装置の室内空間から見た外観を示す斜視図
【図３】同熱交換形換気装置の室外空間から見た外観を示す斜視図
【図４】同熱交換形換気装置の断面を示す断面図
【図５】同熱交換形換気装置の断面を示す断面図
【図６】同熱交換形換気装置の給気流入口と排気流出口を示す平面図
【図７】同熱交換形換気装置の給気流出口を示す平面図
【図８】同熱交換形換気装置の給気送風機と排気送風機の一例を示す断面図
【図９】従来の熱交換形換気装置の断面を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための送風装置を例示するものであって、本発明は送
風装置を以下のものに特定しない。また、特許請求の範囲に示される部材を、実施例に記
載する部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部材の
寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲を
それのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の
大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説
明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説
明を適宜省略する。また、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成し
て一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部
材で分担して実現することもできる。なお、一部の実施例、実施形態において説明された
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内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
【００１７】
　本発明の請求項１記載の熱交換形換気装置は、採光部と採光部の外周を囲むように形成
された窓ガラス枠と窓ガラス枠は、室内に対向する面に設けられた排気流入口と室外に対
向する面に設けられた排気流出口とを連通する排気風路と、室内に対向する面に設けられ
た給気流出口と室外に対向する面に設けられた給気流入口とを連通する給気風路と、給気
風路内に給気送風機と、排気風路内に排気送風機とを備え、給気風路と排気風路とはそれ
ぞれの送風方向に沿うように配置された伝熱板によって区画された構成を有する。これに
より、窓ガラス枠と熱交換形換気装置が一体化されており、給気風路を流通する給気流と
排気風路を流通する排気流が伝熱板を介して熱交換され、給気流出口から熱交換された室
外の空気が採光部の表面に流出するので、前述のように小型化を可能とし、採光部表面へ
の結露を抑制する熱交換形換気装置を提供することができるという効果を奏する。
【００１８】
　また、給気流出口は、窓ガラス枠の採光部側の側面に設ける構成としてもよい。これに
より、採光部表面に隣接した位置に給気流出口が配置されていることで、熱交換して温度
が上昇した室外の空気が採光部表面に向かって直接流出し、通風効果を高めるので、採光
部表面への結露をさらに抑制するという効果を奏する。
【００１９】
　また、給気風路の送風方向と排気風路の送風方向とは対向しており、採光部の外周に沿
って設ける構成としてもよい。これにより、給気風路と排気風路を長く取る、すなわち伝
熱板を長く取ることで、給気流と排気流の熱交換が促進されるので採光部表面への結露を
抑制するという効果を奏する。
【００２０】
　また、給気風路は、排気風路よりも採光部側に形成する構成としてもよい。これにより
、給気風路から給気流出口に至るまでが近接となることで、風路内の圧力損失の影響を低
減できるので、採光部表面への通風効果が高まり採光部表面への結露を抑制するという効
果を奏する。
【００２１】
　また、採光部の外周部のうち、採光部中央部より下部に少なくとも一箇所の給気流出口
を備える構成としてもよい。温かい空気は冷たい空気よりも軽く上昇する性質があるため
、これにより、採光部中央部より下部から熱交換して温度が上昇した室外の空気が室内に
吹き出すことで、採光部により冷却された採光部周辺の冷たい空気を他の場所へ移動させ
ながら採光部表面に沿って上昇し、採光部上部に至るまで採光部表面に満遍なく通風され
るので、採光部表面への結露を抑制するという効果を奏する。
【００２２】
　また、異なる二種類以上の開口面積を備えた給気流出口であって、複数の給気流出口の
中で給気風路に沿って給気流入口に近い給気流出口の開口面積が、給気風路に沿って給気
流入口から離れた給気流出口の開口面積よりも小さい構成としてもよい。これにより、給
気風路の上流に配置された給気流出口の通風抵抗が下流に配置された給気流出口に比べて
高い構成となる。給気流出口の通風抵抗を変化させることで、給気流入口からそれぞれの
給気流出口に至るまでの通風抵抗を揃え、全ての給気流出口から均一に室外の空気を採光
部表面に向かって通風することができるので、採光部表面への通風効果が高まり採光部表
面への結露を抑制するという効果を奏する。
【００２３】
　また、複数の給気流出口のうち、少なくとも一つの給気流出口を給気流入口の近傍に備
え、給気流入口の近傍に備えた給気流出口を開閉可能な開閉装置を備えた構成としてもよ
い。これにより、室内空間と室外空間で温湿度差が少ない場合、開閉装置を開けることで
給気風路が短くなり、少ない消費エネルギで換気することができる。さらに温湿度差が大
きい場合は開閉装置を閉めることで、給気風路を長く取ることができ、伝熱板による熱交
換が促進されるので、より効率的に熱交換気運転を行うことができるという効果を奏する
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。
【００２４】
　また、給気流入口に備えられた給気風向調整板と排気流出口に備えられた排気風向調整
板とが互いに相対する方向に傾斜を有する構成としてもよい。これにより、給気流入口か
ら流入する室外の空気と排気流出口から流出する室内の空気の混合を避け、換気効率を向
上できるので、より効率的に熱交換気運転を行うことができるという効果を奏する。
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２６】
　（実施の形態１）
　図１において、家の壁面１に熱交換形換気装置２を備えた窓ガラスが設置されている。
【００２７】
　室内の空気（以下、室内空気という）を、熱交換形換気装置２を介して室外に放出し、
室外の空気（以下、室外空気という）は、熱交換形換気装置２を介して室内にとり入れら
れる。
【００２８】
　図２は、本実施の形態の熱交換形換気装置２の室内空間から見た斜視図である。
【００２９】
　図３は、本実施の形態の熱交換形換気装置２の室外空間から見た斜視図である。
【００３０】
　図４は、本実施の形態の熱交換形換気装置２を窓ガラス４の面に対し平行に切断した断
面を示す断面図である。
【００３１】
　本実施の形態では、熱交換形換気装置２は図２、図３に示すように、窓ガラス枠３に熱
交換形換気装置２を設けており、窓ガラス枠３の中央に採光部である窓ガラス４が設けら
れている。窓ガラス枠３は窓ガラス枠３の内部を室内空気と室外空気がそれぞれ流通させ
るために、中空部材からなる。窓ガラス枠３の室内空間に対向する面には室外空気を室内
に供給するための給気流出口６と室内空気を吸い込むための排気流入口５が備えられ、ま
た、窓ガラス枠３の室外空間に対向する面には室外空気を吸い込むための給気流入口７と
室内空気を排出するための排気流出口８が備えられており、更に、窓ガラス枠３内部には
室内空気を室外へ送風する排気送風機９と室外空気を室内へ送風する給気送風機１０とが
備えられている。給気流入口７と給気送風機１０と給気流出口６とは窓ガラス枠３の内部
空間で連通され給気風路１１を形成している。また、排気流入口５と排気送風機９と排気
流出口８とも窓ガラス枠３の内部空間で連通され排気風路１２を形成している。給気風路
１１と排気風路１２は、窓ガラス枠３内部の互いに独立した空間として配置されており、
室外空気は給気送風機１０を駆動させることで、給気流入口７から給気風路１１を介して
給気流出口６へ流通し、また、室内空気は排気送風機９を駆動させることで、排気流入口
５から排気風路１２を介して排気流出口８へ流通する。給気風路１１と排気風路１２共に
隣接した風路となっており、接する面が伝熱板であるアルミ板１３で仕切られた構成とな
っている。この構成により、窓ガラス枠３と熱交換形換気装置２が一体化され、給気風路
１１を流通する給気流の熱と排気風路１２を流通する排気流の熱がアルミ板１３を介して
熱交換され、給気流出口６から熱交換された室外の空気が窓ガラス４の室内側の表面に流
出する。特に、冬季においては、温度の高い室内の空気と、温度の低い室外の空気が熱交
換され、暖められた室外の空気が窓ガラス４の表面に流出する。これにより、小型化に優
れた熱交換形換気装置であって、窓ガラス４面への結露を抑制することができる。
【００３２】
　また、給気流出口６は、窓ガラス枠３の窓ガラス４側の側面に設ける構成としてもよい
。
【００３３】
　この構成により、窓ガラス４に隣接した位置に給気流出口６が配置されていることで、
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窓ガラス４の表面近傍の冷やされた室内の空気と比較して、熱交換して温度が上昇した室
外の空気が窓ガラス４面に向かって直接流出し、通風効果を高めるので、窓ガラス４面へ
の結露を抑制することができる。
【００３４】
　また、給気風路１１の送風方向と排気風路１２の送風方向とは対向しており、窓ガラス
４の外周に沿って設けている。
【００３５】
　この構成により、給気風路１１と排気風路１２を長く取る、すなわち給気風路１１と排
気風路１２が長くなるにつれて、アルミ板１３を長く取ることとなるので、熱交換する面
積が多くなり給気流と排気流の熱交換が促進されることで給気流出口６から出る空気が暖
かくなり、窓ガラス４面への結露を抑制することができる。
【００３６】
　また、給気風路１１は、排気風路１２よりも窓ガラス４側に形成する構成としてもよい
。
【００３７】
　この構成により、給気風路１１から給気流出口６に至るまでの風路距離が近くなること
で、給気風路１１を流通する給気流の圧力損失を低減できるので、窓ガラス４面への通風
効果が高まり、窓ガラス４面への結露を抑制できる。
【００３８】
　また、窓ガラス４の外周部のうち、窓ガラス４中央部より下部に少なくとも一箇所の給
気流出口６を備える構成としてもよい。
【００３９】
　この構成により、窓ガラス４の表面近傍の冷やされた室内の空気と比較して、熱交換し
て温度が上昇したことで空気密度が小さく、室内空間上部に上昇しやすい室外の空気が給
気流出口６から窓ガラス４の下部から供給されるので、窓ガラス４の上部に至るまで表面
に満遍なく通風されるので、窓ガラス４面への結露を抑制することができる。
【００４０】
　図５は、本実施の形態の他の実施例の熱交換形換気装置２を窓ガラス４の面に対し平行
に切断した断面を示す断面図である。
【００４１】
　図５に示すように、窓ガラス４の外周部のうち窓ガラス４上部を除いて、給気風路１１
の上流から下流にかけて複数の給気流出口６を備え、窓ガラス４の外周部のうち、給気送
風機１０に最も隣接した位置、すなわち、給気風路１１の上流部に配設される給気流出口
６を開閉可能な開閉装置であるシャッター１４を備えた構成としてもよい。これにより、
例えば冬季などの季節において、ほとんど熱交換されていない温度の低い室外空気が給気
流出口６から流出することを、シャッター１４を閉鎖することによって、防ぐことができ
る。一方で、夏季などの季節において、換気量を増やし、室外の空気を通風したい場合に
は、シャッター１４を開放することによって、給気風路１１の上流部の給気流出口６から
の通風量を増やすことができる。
【００４２】
　また、給気流出口６は異なる二種類以上の開口面積を備えた給気流出口６であって、複
数の給気流出口６の中で給気風路１１に沿って給気流入口７に近い給気流出口６の開口面
積が、給気風路１１に沿って給気流入口７から離れた給気流出口６の開口面積よりも小さ
い構成としてもよい。この場合、給気風路１１の上流に配置された給気流出口６の通風抵
抗が下流に配置された給気流出口６に比べて高い構成となる。このように給気流出口６の
通風抵抗を変化させることで、給気流入口７からそれぞれの給気流出口６に至るまでの通
風抵抗を揃え、全ての給気流出口６から均一に室外の空気を窓ガラス４の表面に向かって
通風することができるので、窓ガラス４の表面への通風効果が高まり結露を抑制すること
ができる。
【００４３】
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　図６は本実施の形態の熱交換形換気装置の給気流入口７と排気流出口８を示す平面図で
ある。
【００４４】
　図６に示すように、給気流入口７に備えられた給気風向調整板である給気ルーバー１７
と排気流出口８に備えられた排気風向調整板である排気ルーバー１８とが互いに相対する
方向に傾斜を有する構成としてもよい。これにより、給気流入口７から流入する室外の空
気と排気流出口８から流出する室内の空気が混合する、いわゆるショートサーキットを防
止し、換気効率を向上できるので、より効率良く熱交換気運転を行うことができる。
【００４５】
　なお、給気流入口７に室外給気フィルター１９を設け、排気流出口８に室外排気フィル
ター２０を設けた構成としてもよい。これにより、空気を除く物質（砂、塵等）を給気風
路１１と排気風路１２へ流入するのを防止することで、給気風路１１内と排気風路１２内
に空気を除く物質が流入するのを防止する。なお、化学物質の通過を防止するフィルター
であっても良い。
【００４６】
　図７は本実施の形態の熱交換形換気装置の排気流入口５を示す平面図である。
【００４７】
　なお、図７に示すように、排気流入口５に室内排気フィルター２１を設けた構成として
もよい。これにより、室内空間の埃などの固形物が排気風路１２へ流入するのを防止する
ことで、排気風路１２内に固形物が詰まり、固形物が通風抵抗となることで、排気風量が
減少するのを防止することができる。
【００４８】
　図８は本実施の形態の熱交換形換気装置の給気送風機１０と排気送風機９の一例を示す
断面図である。
【００４９】
　なお、図８に示すように、給気送風機１０と排気送風機９が接する面をアルミ板２２と
する構成としてもよい。給気送風機１０で送風される給気流と排気送風機９で送風される
排気流は、それぞれの送風機内部で風が乱れるため、熱輸送が促進されることで熱伝達率
が向上する。これにより、給気送風機１０から送風される室外空気と排気送風機９から送
風される室内空気の熱交換が促進され、給気流出口６から窓ガラス４面に熱交換された室
外の空気が流出するので、窓ガラス４面への結露を抑制することができる。
【００５０】
　なお、図５に示すように窓ガラス枠３内部の排気風路１２が折曲する風路に風向板１５
を備える構成としてもよい。これにより、排気風路１２を流れる排気流が風向板に沿って
流通し、排気風路１２における圧力損失を低減することができ、排気流が流れやすくなり
、給気流と排気流の熱交換が促進される。給気流出口６から窓ガラス４の表面に熱交換さ
れた室外の空気が流出するので、窓ガラス４面への結露を抑制することができる。
【００５１】
　なお、アルミ板１３及び給気風路１１の曲がり部を滑らかな曲がりとする構成としても
よい。これにより、給気風路１１を流れる給気流と排気風路１２を流れる排気流が、滑ら
かな曲がりに沿って流通し、給気風路１１及び排気風路１２における圧力損失を低減する
ことができる。そのため、より低消費エネルギの熱交換形換気装置を提供できる。
【００５２】
　なお、給気流出口６に室内給気フィルター１６を設けた構成としてもよい。
【００５３】
　なお、窓ガラス枠３の室内空間に面する面を黒く塗装する構成としてもよい。この構成
により、輻射熱により窓ガラス枠３が室内空間の温度を吸収するので、給気流と室内空間
の熱交換が促進され、給気流出口６から熱交換された室外空気が流出するので、効率的な
熱交換気運転と、窓ガラス４の表面の結露の抑制ができる。
【００５４】
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　なお、室外空間に対向する面に窓ガラス枠３の側面に断熱材、例えば発泡ポリウレタン
シート等を設ける構成としてもよい。この構成により、室外空間の温度が窓ガラス枠３に
伝わるのを防ぐので、排気流の温度ロスが抑制され、熱交換効率が向上するため、効率的
な熱交換気運転と、窓ガラス４の表面の結露の抑制ができる。さらに、窓ガラス枠３の素
材として部分的に断熱・遮熱・気密性に優れた樹脂、例えば独立発泡を含むポリスチレン
等を用いてもよく、窓ガラス枠３のサイズ増加が抑えられるためより好適である。
【００５５】
　なお、明細書内ではアルミ板１３、２２と記載したが、熱交換するためには、熱のみを
伝える素材、例えばアルミや鉄といった金属やポリプロピレンやポリスチレンといった樹
脂、を用いた顕熱交換であってもよく、熱と湿度を共に伝える素材、例えば紙やポリウレ
タンといった樹脂、を用いた全熱交換であっても良い。さらに、熱のみを伝える素材を用
いると、室外が室内に比べ低温である場合に、室内へ供給される給気が排気の熱で暖めら
れて相対湿度が低下するため、窓ガラス面の結露を蒸発させやすくなり、窓ガラス面への
結露を抑制する効果が高まり、より好適である。このような金属ではアルミが軽量であり
安価な素材としてよく、樹脂では熱伝導性の高い材料をフィラーとして配合されたものが
より好適である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明にかかる熱交換形換気装置及び窓ガラスは、室内と室外の熱交換を可能とする熱
交換形換気装置として有用である。主に建物の窓ガラスに用いられることで効果を奏する
。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　壁
　２　　熱交換形換気装置
　３　　窓ガラス枠
　４　　窓ガラス
　５　　排気流入口
　６　　給気流出口
　７　　給気流入口
　８　　排気流出口
　９　　排気送風機
　１０　　給気送風機
　１１　　給気風路
　１２　　排気風路
　１３，２２　　アルミ板
　１４　　シャッター
　１５　　風向板
　１６　　室内給気フィルター
　１７　　給気ルーバー
　１８　　排気ルーバー
　１９　　室外給気フィルター
　２０　　室外排気フィルター
　２１　　室内排気フィルター
　１００　　壁
　１０１　　ユニット
　１０２　　シャッターボックス
　１０３　　カーテンボックス
　１０４　　室内開口部
　１０５　　室外開口部



(10) JP 2018-91498 A 2018.6.14

　１０６　　窓ガラスサッシ部
　１０７　　給排気ファン
　１０８　　熱交換器

【図１】 【図２】



(11) JP 2018-91498 A 2018.6.14

【図３】 【図４】
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